
第６３号議案 

 

蒲郡市公共駐車場条例の一部改正について 

 

蒲郡市公共駐車場条例の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。 

 

平成２５年９月４日提出 

 

蒲郡市長  稲 葉 正 吉 

 

蒲郡市公共駐車場条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

蒲郡北駅前公共駐車場及び蒲郡南駅前広場公共駐車場利用者の利便増進を図るた

め提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



蒲郡市公共駐車場条例の一部を改正する条例 

 

蒲郡市公共駐車場条例（昭和５０年蒲郡市条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「別表第１のとおり」を「終日」に改める。 

第４条中「別表第２」を「別表第１」に改める。 

第５条中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

第６条第１項中「別表第４」を「別表第３」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

名称 区分 使用料 

蒲郡北駅前公共駐車場 

蒲郡南駅前広場公共駐車場 

 

 

１回 

 

 

 

入場後３０分までは無料とし、以

後３０分までごとに１００円とす

る。ただし、２４時間までごとに

１，０００円をもって上限とする。 

三谷駅南公共駐車場 １回 ３００円 

蒲郡駅南公共駐車場 １回 ４００円 

備考 

１ 三谷駅南公共駐車場及び蒲郡駅南公共駐車場において、午後７時から翌日

の午前６時までの間に入場し、かつ、退場した場合は、無料とする。なお、

当該翌日の午前６時を経過しての継続利用にあっては、当該翌日分の使用料

（１回分）を納付するものとし、以後引き続く場合も同様に加算納付するも

のとする。 

２ 三谷駅南公共駐車場及び蒲郡駅南公共駐車場において、毎週日曜日及び１

月１日から同月３日までの間は、終日無料とする。 

別表第２を削り、別表第３を別表第２とし、別表第４を別表第３とする。 

附 則 

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 


